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①安全衛生委員である当該組合員は休日明示が発表

された時、担当の管理者が誤り、安全衛生委員会開

催日に休日を指定された。 

②それを申告された当該組合員はその誤りを了承し、

休日で安全衛生委員会に参加する意思を示す。 

③当該の組合員はそれを自分の手帳に誤って違う日を

記載してしまう。 

④次勤務確認の際、当直との対面で行う退勤点呼で３

日後の勤務を当直から承認された。安全衛生委員会

の日にちを誤認したままであったが、会社からの休日

出勤の明確な指示がなかった。 

（なお補足で勤務指定表にも「時間超勤」などの明確な

記載がないことは確認されている） 

⑤安全衛生委員会当日に自宅にいたところ会社からの

連絡がなく、他の参加者より連絡があり気付く。 

⑥当直に連絡するも指示をされるまで待機となり、指示

されてから職場に寄り着替えて会議室に行ったが安

全衛生委員会は終了していた。 

 

・会社の点呼時に明確な指示がな

く、場所・時間・業務内容の指定がさ

れていない。 

・当日の勤務認証は「特休」であり、

当直から勤務認証されていたもの。 

・管理者も非を認め、当該組合員に

謝罪している。 

・後日、管理者から聞き取りが行わ

れ、必要書類としての「状況報告書」

の提出が求められる。 

・その必要はないと「提出を拒否」す

るも「業務指示」で提出させられる。 

その結果「厳重注意」処分 

 

赤字は会社のミス 

青地は当該組合員のミス 


